
雇　用　契　約　書5年以内
有期契約職員用

社会福祉法人 ○○○（以下、「甲」という。）と　　　　　　　　　　（（以下、「乙」という。）は、下記の労働条件によって雇用契約を締結します。
当初雇用日　令和　　年　　月　　日
今回更新日　令和　　年　　月　　日
	甲
	雇 用 者
	所在地
	
	

	
	
	名　称
	
	

	
	
	職氏名
	
	㊞

	乙
	被雇用者
	住　所
	
	

	
	
	氏　名
	
	㊞


記
	雇 用 期 間
	1.
2.


3.
	期間の定めなし
期間の定めあり（令和　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日まで）
☐　期間満了時に更新する・しないの決定は期限の１ヵ月前までに通知する。
☐　今回の契約期間満了日でもって雇用契約を終了し、更新を行なわない。
 更新の上限　　なし　・　あり（更新　　回まで／通算契約期間　　　年まで）

	期間を定める場合の契約更新の基準
	・契約期間満了時の業務量　　・勤務成績、乙の能力、勤務態度、健康状態
・甲の経営状況　・従事業務の進捗状況　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　）

	勤 務 場 所
	1.　雇入れ直後 ：

	
	2． 変更の範囲 ：

	仕事の内容
	1.　雇入れ直後 ：

	
	2． 変更の範囲 ：

	勤務時間
及び勤務日
	1.

2.
3.
	１日の勤務時間　　始業　　時　　分　　終業　　時　　分（休憩○○分）
１週間の勤務日　　週○日勤務程度
１週間の労働時間　週○時間
上記の勤務日は、業務の都合により変更することがある。

	所定外労働等
	1.　所定外労働　　なし　・　あり
2.　休日労働　　　なし　・　あり

	休　　   暇
	年次有給休暇・その他の有給休暇　　…就業規則（又は非常勤職員就業規則）の通り

	
賃       金
	1.
2.

3.
4.
5.


6.

7.
8.
9.
	基本給　　時間給：　　　　　　　　　円
諸手当　ア．（ ○○手当：　　　　　　円）イ．（ ○○手当：　　　 　  円）　
ウ．（ ○○手当：      　　　円）エ．（ ○○手当：　　　  　 円）
賃金締切日　　毎月　末日
賃金支払日　　翌月２５日　　　支払方法（銀行振込の方法による）
所定外労働に対し支払われる割増賃金率　　
・法定時間内労働：１００％　　・法定休日労働：１３５％
・法定時間外労働及び所定休日労働：１２５％（１ヵ月６０時間超え１５０％）
賃金支払時の控除：給与所得税、住民税、社会保険料等法令の定めによるもの
　　　　　　　　　その他（　「賃金控除に関する協定書」で定める項目　）
昇　給　　なし　・　あり（但し、社会情勢による）　
賞　与　　なし　・　あり
退職金　　なし　・　あり

	
退職に関する事項
	1.
2.
3.
4.
5.
	定年制　…なし　・　あり（ ６０ 歳）
継続雇用制度　…なし　・　あり（非常勤職員就業規則及び労使協定に定める通り）　
自己都合退職の手続　…退職する３０日前までに届け出ること。
解雇の事由及び手続　…原則として３０日前に予告する。
その他詳細は非常勤就業規則就業規則第○条から第○条による。

	
そ   の  他
	1.
2.
3.
4.

5.

6.
	社会保険の適用　　　厚生年金・健康保険　…　適用　なし　・　あり　
雇用保険の適用　　　適用　なし　・　あり
雇用に関する相談窓口　　○○課　○○　○○
業務上知り得た法人及び利用者又は利用者の家族の機密・個人情報を他に漏らしてはならない。また、退職後も同様の取扱とする。
職員としての服務規律その他の事項については就業規則（又は非常勤職員就業規則）を遵守してください。
就業規則が確認できる場所や方法（　職員休憩室にファイリング　）



